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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 
平成27年度第３四半期
連結累計期間

平成28年度第３四半期
連結累計期間

平成27年度

 
(自 平成27年４月１日
 至 平成27年12月31日)

(自 平成28年４月１日
 至 平成28年12月31日)

(自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

経常収益 百万円 87,330 82,821 112,689

経常利益 百万円 29,281 22,298 34,088

親会社株主に帰属する
四半期純利益

百万円 19,343 14,977 ―

親会社株主に帰属する
当期純利益

百万円 ― ― 21,322

四半期包括利益 百万円 6,816 101,565 ―

包括利益 百万円 ― ― △38,283

純資産額 百万円 698,126 750,152 653,053

総資産額 百万円 8,128,773 8,753,312 8,154,418

１株当たり四半期純利益金額 円 51.17 39.61 ―

１株当たり当期純利益金額 円 ― ― 56.41

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

円 51.09 39.54 ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

円 ― ― 56.31

自己資本比率 ％ 8.48 8.46 7.90
 

 

 
平成27年度第３四半期
連結会計期間

平成28年度第３四半期
連結会計期間

 
(自 平成27年10月１日
 至 平成27年12月31日)

(自 平成28年10月１日
 至 平成28年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 円 14.92 11.57
 

(注) １　当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

２　第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４　経理の状況」中、「１　四半期

連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。

３　自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計－(四半期)期末新株予約権－(四半期)期末非支配株主持分)

を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当行グループ（当行及び当行の関係会社）が営む事業の内容については、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動については、次のとおりであります。

　スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社の株式を取得し、当行の持分法適用関連会社といたしました。

また、京銀証券準備株式会社を新規設立し、当行の連結子会社といたしました。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」について重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間末の主要勘定につきましては、預金・譲渡性預金は、法人預金、個人預金等が堅調に

増加しましたことから、前連結会計年度末比1,444億円増加し、７兆3,351億円となりました。

貸出金は、企業向け、個人向けともに積極的に推進しました結果、前連結会計年度末比2,126億円増加し、４兆

8,110億円となりました。　　　

有価証券は、金利や株価、為替などの市場動向に注視しつつ、適切な運用に努めました結果、前連結会計年度末

比1,530億円増加し、２兆9,601億円となりました。なお、時価会計に伴う評価差額(含み益）は、前連結会計年度末

比1,216億円増加し、5,145億円となっております。

また、総資産は、前連結会計年度末比5,988億円増加し、８兆7,533億円となり、株主資本は、利益剰余金の増加

により前連結会計年度末比104億円増加し、3,890億円となりました。　

 
次に、当第３四半期連結累計期間における損益状況につきましては、経常収益は、資金運用収益を中心に前年同

期比45億９百万円減少し、828億21百万円となりました。

一方、経常費用は、資金調達費用が減少したものの、営業経費等の増加により、前年同期比24億73百万円増加

し、605億22百万円となりました。

この結果、経常利益は、前年同期比69億82百万円減少し、222億98百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純

利益は、前年同期比43億66百万円減少し、149億77万円となりました。　

 
当第３四半期連結累計期間のセグメント別の業績につきましては、当行グループの中心である銀行業において、

経常収益は、前年同期比48億18百万円減少し、767億４百万円となり、セグメント利益は、前年同期比71億24百万円

減少し、202億84百万円となりました。

　また、その他において、経常収益は、前年同期比２億49百万円増加し、79億68百万円となり、セグメント利益

は、前年同期比１億41百万円増加し、20億32百万円となりました。
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国内業務部門・国際業務部門別収支

当第３四半期連結累計期間の資金運用収支につきましては、国内業務部門で前年同期比5,736百万円減少し、

50,097百万円となり、国際業務部門で前年同期比52百万円減少し、1,015百万円となったことから、全体では前

年同期比5,788百万円減少し、51,113百万円となりました。

当第３四半期連結累計期間の役務取引等収支につきましては、国内業務部門で前年同期比555百万円減少し、

8,990百万円となり、国際業務部門で前年同期比１百万円増加し、114百万円となったことから、全体では前年

同期比554百万円減少し、9,105百万円となりました。

当第３四半期連結累計期間のその他業務収支につきましては、国内業務部門で前年同期比462百万円増加し、

4,634百万円となり、国際業務部門で前年同期比319百万円増加し、1,332百万円となったことから、全体では前

年同期比782百万円増加し、5,967百万円となりました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第３四半期連結累計期間 55,833 1,068 56,901

当第３四半期連結累計期間 50,097 1,015 51,113

　うち資金運用収益
前第３四半期連結累計期間 59,344 1,853

19
61,178

当第３四半期連結累計期間 52,172 2,754
9

54,917

　うち資金調達費用
前第３四半期連結累計期間 3,510 785

19
4,276

当第３四半期連結累計期間 2,075 1,738
9

3,804

役務取引等収支
前第３四半期連結累計期間 9,546 113 9,659

当第３四半期連結累計期間 8,990 114 9,105

　うち役務取引等
　収益

前第３四半期連結累計期間 14,213 206 14,419

当第３四半期連結累計期間 13,822 207 14,030

　うち役務取引等
　費用

前第３四半期連結累計期間 4,667 93 4,760

当第３四半期連結累計期間 4,831 92 4,924

その他業務収支
前第３四半期連結累計期間 4,172 1,013 5,185

当第３四半期連結累計期間 4,634 1,332 5,967

　うちその他業務
　収益

前第３四半期連結累計期間 7,224 1,147 8,371

当第３四半期連結累計期間 8,108 1,772 9,881

　うちその他業務
　費用

前第３四半期連結累計期間 3,051 134 3,186

当第３四半期連結累計期間 3,474 439 3,913
 

(注) １　「国内業務部門」は当行の国内店及び国内に本店を有する連結子会社(以下「国内連結子会社」という)の円

建取引、「国際業務部門」は当行の国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際

金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２　資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（前第３四半期連結累計期間１百万円、当第３四半期連結累計期間

２百万円）を控除して表示しております。

３　資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利

息であります。
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国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

当第３四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で前年同期比390百万円減少し、13,822百万円と

なり、国際業務部門で前年同期比０百万円増加し、207百万円となったことから、全体では前年同期比389百万円

減少し、14,030百万円となりました。

当第３四半期連結累計期間の役務取引等費用は、国内業務部門で前年同期比164百万円増加し、4,831百万円と

なり、国際業務部門で前年同期比０百万円減少し、92百万円となったことから、全体では前年同期比164百万円増

加し、4,924百万円となりました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 14,213 206 14,419

当第３四半期連結累計期間 13,822 207 14,030

　うち預金・貸出
　業務

前第３四半期連結累計期間 2,381 ― 2,381

当第３四半期連結累計期間 2,476 ― 2,476

　うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 3,343 202 3,545

当第３四半期連結累計期間 3,322 203 3,525

　うち証券関連業務
前第３四半期連結累計期間 136 ― 136

当第３四半期連結累計期間 158 ― 158

　うち代理業務
前第３四半期連結累計期間 216 ― 216

当第３四半期連結累計期間 234 ― 234

　うち保護預り・貸
　金庫業務

前第３四半期連結累計期間 394 ― 394

当第３四半期連結累計期間 406 ― 406

　うち保証業務
前第３四半期連結累計期間 1,148 3 1,151

当第３四半期連結累計期間 1,223 2 1,225

　うち投資信託・保
　険販売業務

前第３四半期連結累計期間 3,657 ― 3,657

当第３四半期連結累計期間 2,589 ― 2,589

役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 4,667 93 4,760

当第３四半期連結累計期間 4,831 92 4,924

　うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 581 59 640

当第３四半期連結累計期間 579 61 640
 

(注)　「国内業務部門」は当行の国内店及び国内連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の国内店の外貨建

取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
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国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高(末残)

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第３四半期連結会計期間 6,192,567 174,992 6,367,560

当第３四半期連結会計期間 6,389,646 212,909 6,602,555

　うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 3,562,165 ― 3,562,165

当第３四半期連結会計期間 3,774,005 ― 3,774,005

　うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 2,606,604 ― 2,606,604

当第３四半期連結会計期間 2,588,106 ― 2,588,106

　うちその他
前第３四半期連結会計期間 23,797 174,992 198,790

当第３四半期連結会計期間 27,535 212,909 240,444

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 773,376 ― 773,376

当第３四半期連結会計期間 732,592 ― 732,592

総合計
前第３四半期連結会計期間 6,965,944 174,992 7,140,937

当第３四半期連結会計期間 7,122,238 212,909 7,335,147
 

(注) １　流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

２　定期性預金＝定期預金＋定期積金

３　「国内業務部門」は当行の国内店の円建取引、「国際業務部門」は当行の国内店の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

 

国内貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内(除く特別国際金融取引勘定分) 4,456,486 100.00 4,811,093 100.00

　製造業 810,158 18.18 841,070 17.48

　農業，林業 2,541 0.06 2,551 0.05

　漁業 83 0.00 80 0.00

　鉱業，採石業，砂利採取業 10,684 0.24 16,176 0.34

　建設業 124,116 2.78 125,756 2.61

　電気・ガス・熱供給・水道業 48,180 1.08 62,254 1.29

　情報通信業 54,522 1.22 53,190 1.11

　運輸業，郵便業 164,252 3.69 193,327 4.02

　卸売業，小売業 495,955 11.13 514,848 10.70

　金融業，保険業 128,624 2.89 168,764 3.51

　不動産業，物品賃貸業 510,981 11.47 566,364 11.77

　各種サービス業 362,694 8.14 377,110 7.84

　地方公共団体 369,489 8.29 461,837 9.60

　その他 1,374,200 30.83 1,427,760 29.68

特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―

　政府等 ― ― ― ―

　金融機関 ― ― ― ―

　その他 ― ― ― ―

合計 4,456,486 ――― 4,811,093 ―――
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じ

た課題はありません。

 

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,000,000,000

計 1,000,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年２月６日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 379,203,441 379,203,441
東京証券取引所
市場第１部

（注）１、２

計 379,203,441 379,203,441 ― ―
 

(注)　１　単元株式数は1,000株であります。

　　　２　提出日現在発行数には、平成29年２月１日から四半期報告書を提出する日までの新株予約権の行使に

　　より発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)
平成28年10月１日～
平成28年12月31日

― 379,203 ― 42,103 ― 30,301
 

 

(6) 【大株主の状況】

　　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

　 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成28年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

平成28年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式  1,151,000

― 単元株式数1,000株

完全議決権株式(その他) 普通株式 376,086,000 376,086 単元株式数1,000株

単元未満株式 普通株式　 1,966,441 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 379,203,441 ― ―

総株主の議決権 ― 376,086 ―
 

(注) 「単元未満株式数」の欄には、当行所有の自己株式765株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社京都銀行

京都市下京区烏丸通松原
上る薬師前町700番地

1,151,000 ― 1,151,000 0.30

計 ―――― 1,151,000 ― 1,151,000 0.30
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭

和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

 

２  当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自平成28年10月１日 至平

成28年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年12月31日）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

 現金預け金 592,840 735,183

 コールローン及び買入手形 34,166 53,057

 買入金銭債権 11,927 12,219

 商品有価証券 504 110

 金銭の信託 2,878 48,341

 有価証券 ※2  2,807,154 ※2  2,960,195

 貸出金 ※1  4,598,410 ※1  4,811,093

 外国為替 3,957 6,922

 リース債権及びリース投資資産 10,043 10,316

 その他資産 17,948 30,730

 有形固定資産 81,926 81,787

 無形固定資産 2,896 2,596

 繰延税金資産 1,591 1,591

 支払承諾見返 15,284 24,014

 貸倒引当金 △27,114 △24,849

 資産の部合計 8,154,418 8,753,312

負債の部   

 預金 6,394,225 6,602,555

 譲渡性預金 796,506 732,592

 コールマネー及び売渡手形 35,832 138,627

 債券貸借取引受入担保金 24,238 167,810

 借用金 39,052 117,378

 外国為替 215 99

 その他負債 61,541 46,089

 退職給付に係る負債 37,452 38,307

 睡眠預金払戻損失引当金 350 350

 偶発損失引当金 1,159 1,127

 繰延税金負債 95,505 134,196

 再評価に係る繰延税金負債 0 10

 支払承諾 15,284 24,014

 負債の部合計 7,501,364 8,003,159

純資産の部   

 資本金 42,103 42,103

 資本剰余金 30,301 30,301

 利益剰余金 307,315 317,728

 自己株式 △1,121 △1,066

 株主資本合計 378,599 389,067

 その他有価証券評価差額金 274,404 359,072

 繰延ヘッジ損益 △2,684 △1,986

 土地再評価差額金 1 23

 退職給付に係る調整累計額 △5,556 △5,000

 その他の包括利益累計額合計 266,164 352,108

 新株予約権 518 543

 非支配株主持分 7,770 8,433

 純資産の部合計 653,053 750,152

負債及び純資産の部合計 8,154,418 8,753,312
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

経常収益 87,330 82,821

 資金運用収益 61,178 54,917

  （うち貸出金利息） 37,136 34,831

  （うち有価証券利息配当金） 23,502 19,607

 役務取引等収益 14,419 14,030

 その他業務収益 8,371 9,881

 その他経常収益 ※1  3,360 ※1  3,992

経常費用 58,049 60,522

 資金調達費用 4,278 3,806

  （うち預金利息） 2,227 2,079

 役務取引等費用 4,760 4,924

 その他業務費用 3,186 3,913

 営業経費 43,999 44,975

 その他経常費用 ※2  1,824 ※2  2,902

経常利益 29,281 22,298

特別利益 146 1

 固定資産処分益 146 1

特別損失 185 119

 固定資産処分損 185 119

税金等調整前四半期純利益 29,242 22,181

法人税、住民税及び事業税 8,061 5,419

法人税等調整額 1,269 1,148

法人税等合計 9,331 6,567

四半期純利益 19,911 15,613

非支配株主に帰属する四半期純利益 567 636

親会社株主に帰属する四半期純利益 19,343 14,977
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 19,911 15,613

その他の包括利益 △13,095 85,952

 その他有価証券評価差額金 △13,138 84,698

 繰延ヘッジ損益 △20 697

 退職給付に係る調整額 64 555

四半期包括利益 6,816 101,565

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 6,306 100,899

 非支配株主に係る四半期包括利益 509 666
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【注記事項】

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　 当第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１　連結の範囲の重要な変更

　　　京銀証券準備株式会社は新規設立により、当第３四半期連結会計期間から連結の範囲に含めております。

 
２　持分法適用の範囲の重要な変更

　　　スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社は株式取得等により、中間連結会計期間から持分法適用の範

　　囲に含めております。

 
(会計方針の変更)

(「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」の適用)

　　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報　

　告第32号 平成28年６月17日)を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備　

　及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　　なお、当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第３四半期連結累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日)

１  税金費用の処理

　連結子会社の税金費用は、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しており

ます。

 

(追加情報)

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日)を第１四半期　

　連結会計期間から適用しております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

破綻先債権額  4,820百万円  3,711百万円

延滞債権額　  82,698百万円 75,551百万円

３か月以上延滞債権額  －百万円 112百万円

貸出条件緩和債権額 590百万円 511百万円

合計額  88,109百万円 79,887百万円
 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

※２　「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の

額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

 17,445百万円  18,444百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

※１　その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日)

株式等売却益 1,570百万円 1,946百万円

貸倒引当金戻入益 176百万円 639百万円
 

　　

※２　その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日)

金銭の信託運用損 89百万円 1,535百万円

株式等売却損 679百万円 191百万円

株式等償却 154百万円 0百万円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日)

減価償却費 3,776百万円 3,492百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 2,267 6.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日
その他利益
剰余金

平成27年11月12日
取締役会

普通株式 2,267 6.00 平成27年９月30日 平成27年12月１日
その他利益
剰余金

 

 

当第３四半期連結累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日
定時株主総会

普通株式 2,267 6.00 平成28年３月31日 平成28年６月30日
その他利益
剰余金

平成28年11月14日
取締役会

普通株式 2,268 6.00 平成28年９月30日 平成28年12月１日
その他利益
剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日)

  報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：百万円)

 
報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額銀行業

経常収益      

  外部顧客に対する経常収益 81,183 6,146 87,330 ― 87,330

  セグメント間の内部経常収益 338 1,571 1,910 △1,910 ―

計 81,522 7,718 89,240 △1,910 87,330

セグメント利益 27,409 1,890 29,300 △18 29,281
 

(注) １　一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２　「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業、リース業、

クレジットカード業等を含んでおります。

３　セグメント利益の調整額△18百万円は、セグメント間取引消去であります。

４　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

当第３四半期連結累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日)

  報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：百万円)

 
報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額銀行業

経常収益      

  外部顧客に対する経常収益 76,364 6,457 82,821 ― 82,821

  セグメント間の内部経常収益 339 1,510 1,850 △1,850 ―

計 76,704 7,968 84,672 △1,850 82,821

セグメント利益 20,284 2,032 22,317 △18 22,298
 

(注) １　一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２　「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業、リース業、

クレジットカード業等を含んでおります。

３　セグメント利益の調整額△18百万円は、セグメント間取引消去であります。

４　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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（有価証券関係）

　　企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるもの

は、次のとおりであります。

 

その他有価証券

前連結会計年度（平成28年３月31日）

 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 176,086 514,176 338,090

債券 2,052,909 2,100,366 47,456

　国債 911,878 941,278 29,400

　地方債 354,326 364,174 9,847

　短期社債 － － －

　社債 786,704 794,913 8,209

その他 178,295 185,591 7,295

　外国債券 126,546 127,855 1,309

　その他 51,749 57,735 5,985

合計 2,407,292 2,800,134 392,842
 

 

当第３四半期連結会計期間（平成28年12月31日）

 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 177,892 658,963 481,071

債券 1,994,855 2,028,238 33,382

　国債 849,856 869,516 19,660

　地方債 410,576 418,331 7,755

　短期社債 － － －

　社債 734,423 740,390 5,967

その他 267,638 267,724 86

  外国債券 213,240 208,956 △4,284

　その他 54,397 58,768 4,371

合計 2,440,386 2,954,926 514,540
 

(注) １　上表には、時価を把握することが極めて困難なものは含めておりません。

２　その他有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価

に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当

該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第３四

半期連結累計期間（連結会計年度）の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。

前連結会計年度における減損処理額は、153百万円(すべて株式)であります。

当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、１百万円(すべて社債)であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行

会社の区分毎に以下のとおり定めております。

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べ下落

要注意先 時価が取得原価に比べ30％以上下落

正常先
時価が取得原価に比べ50％以上下落又は、時価が取得
原価に比べ30％以上50％未満下落したもので市場価格
が一定水準以下で推移している場合等

 

なお、破綻先とは、破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形

式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社で

あります。破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今

後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注

意先以外の発行会社であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、次のとおりであります。

  
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益
　　金額

円 51.17 39.61

　(算定上の基礎)    

　　親会社株主に帰属する
　　四半期純利益

百万円 19,343 14,977

　　普通株主に帰属しない
　　金額

百万円 － －

　　普通株式に係る親会社株主
　　に帰属する四半期純利益

百万円 19,343 14,977

　　普通株式の期中平均
　　株式数

千株 377,959 378,032

(2) 潜在株式調整後１株当たり
　　四半期純利益金額

円 51.09 39.54

　(算定上の基礎)    

　　親会社株主に帰属する
　　四半期純利益調整額

百万円 － －

　　普通株式増加数 千株 625 689

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額の算定に含めなかっ
た潜在株式で、前連結会計年度
末から重要な変動があったもの
の概要

 － －

 

 

２ 【その他】

中間配当

平成28年11月14日開催の取締役会において、第114期の中間配当につき次のとおり決議しました。

中間配当金額  2,268百万円

１株当たりの中間配当金 6.00 円
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

平成29年２月３日
 

株式会社京都銀行

取締役会　御中
 

 

有限責任監査法人　トーマツ  
 

 
指定有限責任社員  

公認会計士 　山　　口　　弘　　志　　㊞
業務執行社員  

 

 
指定有限責任社員  

公認会計士 　大　　竹　　　 新　　 　㊞
業務執行社員  

 

 
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社京都銀

行の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。
　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社京都銀行及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。
　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 

(注)１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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